
令和３年度 三重県相談支援専門員初任者研修

実習ガイダンス
三重県人材育成検討部会（委員）

（留意）

①この冊子は、地域でうけていただく実習のガイダンスです。各演習（演習①～⑤）や実習中にも使用しますので、必
ず、印刷し、手元にご準備してください。

②計画にかかる書式（基本情報2種・サービス等利用計画・週間計画）は、県社協HPからダウンロードしてください。

③作成した計画等は、指定のないもの以外は実習や演習終了後に回収します。メモなどが必要な場合は別の用紙等
に書いてください。

④個人情報に留意し、作成する課題はすべてアルファベット…A・B・C…（＊イニシャルでは書かない）で記載してください。

⑤事例対象者（協力者）には、必ず、署名捺印のある「承諾書・誓約書」をいただき、指示通りに県社協に提出してくだ
さい。

⑥実習の実施方法や書類の提出方法は、各市町により違います。本ガイダンスは、基本的な取り扱いを掲載していま
すので、詳細は各市町に確認してください。

受講番号 氏名
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相談支援の基礎技術に関する実習（演習と演習の間の期間に実施）

① 「相談支援の実際」で体験したケアマネジメントプロセスを実地で演習。

→これまでの講義、演習を通じて身に付けた知識・技術を試行する

→実践に当たっての留意点や今後の学習課題等を認識する

② 地域の概要や資源の状況、(自立支援)協議会の状況を調査する演習。

→自身が活動する地域の状況（相談体制・自立支援協議会・社会資源

の状況や現場での倫理的課題）を知る

→ネットワークつくりをする

3

なぜ実習をおこなうの？

・課題について、行政や基幹相談支援センター等において指導・助言を受けてくること。

今後の実地教育（ＯＪＴ）に繋がることを想定
スーパービジョンの体験



いつ・どこで実習をおこなうの？

自身が指定をうける市町で、市町が指定する日時に実習を行います。

実習の日時や方法は市町で違います。

指定市町の指示に従い、実習を受けてください。

5



6

～三重県社会福祉協議会のHPに日時や会場等の詳細を掲載しています～
令和3年度相談支援従事者初任者研修　実習日程一覧(会場や日程は変更になることがあります） 提出方法：郵送または持参

会場／開催方法 日時 会場／開催方法 日時

桑名市 5 ・提出先：桑名市保健福祉課

いなべ市 1 ・提出先：いなべ市社会福祉課

四日市市 13

川越町 2

鈴鹿市 8

亀山市 2

津 津市 28 オンライン（ZOOM）

【A日程】令和3年7月26日

（月）9:30～12:00

【B日程】令和3年7月27日

（火）9:30～12:00

【C日程】令和3年7月29日

（水）9:30～12:00

【全員共通】講義部分：

令和3年7月30日（金）

10:00～11:30

オンライン（ZOOM）

【A日程】令和3年８月

１6日（月）9:30～12:00

【B日程】令和3年８月

17日（火）9:30～12:00

【C日程】令和3年8月19

日（木）9:30～12:00

・提出先：【基幹相談支援センター】津

市基幹障がい者相談支援センター

・基幹相談支援センターより受講者に個

別に連絡する。

松阪市 10

松阪市福祉会館（松阪

市殿町1563番地）３階

大会議室／集合研修

令和３年７月21日（水）

13：30～

松阪市福祉会館（松阪

市殿町1563番地）３

階　大会議室 ／集合

研修

令和３年8月20日（金）

13：30～
・提出先：松阪市障がい福祉課

多気町 2 ・提出先：多気町健康福祉課

大台町 1 ・提出先：大台町町民福祉課

伊賀市 2
伊賀市役所　３０１会

議室/集合研修

令和３年７月２８日（水）

10：00～12：00

伊賀市役所　３０１会

議室/集合研修

令和３年８月２５日

（水）

１３：３０～１５：３０

・提出先：伊賀市障がい福祉課

名張市 3 調整中 調整中 調整中 調整中 ・提出先：名張市障害福祉室

伊勢市 4
伊勢市役所　東館

5-4会議室/集合研修
令和3年7月29日（木）

伊勢市役所　東館

5-4会議室/集合研修

令和3年8月25日（水）
・提出先：伊勢市高齢・障がい福祉課

玉城町 3
玉城町保健福祉会館

集団検診室／集合研修

令和3年7月21日（水）

10:00～12:00

玉城町保健福祉会館

集団検診室／集合研修

令和3年8月19日（木）

10:00～12:00 ・提出先：玉城町保健福祉課

度会町 1
度会町役場　3階

第7会議室/集合研修

令和3年7月26日（月）

10:00～

度会町役場　3階

第7会議室/集合研修

令和3年8月18日（水）

10:00～
・提出先：度会町保健こども課

紀北 尾鷲市 1
支援センター結/直接

対談形式

令和3年7月27日(火）

10：00～

支援センター結/直接

対談形式

令和3年8月17日（火）

10：00～

・提出先：【基幹相談支援センター】紀

北地域障がい者総合相談支援センター結

熊野市 3 ・提出先：熊野市福祉事務所

御浜町 1 ・提出先：御浜町健康福祉課

熊野市庁舎　第1会議

室/集合研修

※新型コロナウイルス

感染状況によってはオ

ンライン開催

令和3年8月2日（月）

15：30～

熊野市文化交流セン

ター　多目的ルーム/

集合研修

※新型コロナウイルス

感染状況によってはオ

ンライン開催

令和3年8月24日（火）

15：00～

事前課題提出先等

鈴鹿市役所　12階

1201会議室/集合研修

令和3年7月27日（火）

14:30~16:30

鈴鹿市男女共同参画セ

ンター（ジェフリーす

ずか）研修室１/集合

研修

令和3年8月18日（水）

14:30~16:30

・提出先：【基幹相談支援センター】

障害者総合相談支援センターあい

・提出先：朝日町役場保険福祉課

・提出期限（実習①）7/14（水）〆切

朝日町役場　２階

大会議室/１Gずつ集

合研修

※研修②のG分けは研

修①の当日伝達

①令和3年8月10日

（火）9:30~12:00

②令和3年8月11日

（水）9:30~12:00

③令和3年8月19日

（木）9:30~12:00

令和3年8月26日（木）

13:30～（仮）

紀南

圏域
実習① 実習②事業所

所在地

受講者

数

（人）

桑員

四日市

オンライン（ZOOM）
令和３年７月26日（月）

13：00～16:00
オンライン（ZOOM）

令和３年8月16日（月）

13：00～16:00

川越町役場２F

大会議室/集合研修

令和3年7月21日

10:00～12:00

伊勢

志摩

伊賀

鈴鹿

亀山

松阪

多気

多気町役場／集合研修
令和3年7月27日（火）

13:00～（仮）
多気町役場／集合研修



演習１・２
（A日程 7月1日・2日）
（B日程 7月8日・9日）

・相談支援の目的、基本的視点
・相談支援の基本姿勢
・サービス提供のプロセス 等

実習１

演習３
（8月5日）

・ニーズ整理～サービス等利用計画作成
・サービス担当者会議
・モニタリング

・市町の様式取扱い等を知る
・基本情報を作成し、ケースプレビューを準備

・自らの実践を言語化し、表現する。
・多様な視点で検討し、気づきを持つ。

・これまで学んだことの定着を図る。
＊サービス等利用計画作成 7

実習２
・サービス等利用計画を作成

＊視点ﾁｪｯｸ ＊計画の評価 ＊実習報告書（SV）

演習４
・実習報告

＊相互評価

講義１・２
（6月22日・23日）

現場に戻ってか
らも続けてほし
い、スーパービ
ジョンやケース
レビューの体験
を通して学ぶ。

演習５
（A日程 8月31日・9月1日）

（B日程 9月7日・８日）



①ストレングスを捉える
↓

②ニーズの整理表
↓

③サービス等利用計画（案）作成
↓

④模擬サービス担当者会議
↓

⑤モニタリング

演習１日目、２日目

A日程（7月1日・2日）
サービス等利用計画作成から
モニタリングまでの一連を知る

本
人
を
捉
え
る
こ
と

見
立
て
る
こ
と

整
理
す
る
こ
と

8

B日程（7月８日・９日）



実習 ① の流れ

１）基本情報を作成する 【事前学習】
◇基本情報+申請者の現状（週間計画）【基本情報】 を作成する

２）様式や市町の取り扱い等を確認する【集合実習】
◇各市町から様式や計画等取扱（市町ルール）の説明をうける

＊講義２日目に、RPで計画作成のプロセスと省令を確認 → RP解説で伝えた「様式」や「取扱い」等を確認する。

３）基本情報を報告する 【集合実習】
◇基本情報を報告する （相互評価 と スーパーバイズ）

４）ケースレビューの準備をする 【事後学習】
◇演習３日目（8月5日）に、各自７分間でケースレビューをします。

７分間で報告できるよう、報告書を作成する。

9

（注）事例協力者に「承諾書・誓約書」の同意を得て、
署名・捺印をもらってください。

2枚（ご本人・受講生用）+コピー1枚



実習①-１基本情報を作成する （事前学習）

10

１）基本情報
（留意）個人情報、事業所や病院、学校等の名称はアルファベットで記載。イニシャル（×）

２）申請者の現状（基本情報）【現在の生活】

作成に迷ったら、演習①のロールプレイの事例で配布した基本情報を
参照していただいたり、市町の担当者や基幹相談センター、委託相談センター等に助言を仰いでください。

作成後、実習をうける市町にコピーを提出
（持参・郵送 *電子データでなく紙媒体とする）

様式は三重県社会福祉協議会のホームページからダウンロードしてください



申請者の現状（基本情報）

相談支援事業者名

１．概要(支援経過・現状と課題等)

２．利用者の状況

氏　　名 生年月日 年　　齢

電話番号

FAX番号

障害または疾患名 障害程度区分 性別

家族構成　※年齢、職業、主たる介護者等を記入 社会関係図 ※本人と関わりを持つ機関・人物等（役割）

生活歴　※受診歴等含む 医療の状況　※受診科目、頻度、主治医、疾患名、服薬状況等

本人の主訴（意向・希望） 家族の主訴（意向・希望）

３．支援の状況

作成日 計画作成担当者

住　　所

　[持家 ・ 借家 ・ グループ/ケアホーム ・ 入所施設 ・ 医療機関 ・ その他(　　　　)]

その他の
支援

備考
公的支
援（障害

福祉
サービ

ス、介護
保険等）

名称 提供機関・提供者 支援内容 頻度

申請者の現状（基本情報）　【現在の生活】

利用者氏名 障害程度区分 相談支援事業者名

計画作成担当者

月 火 水 木 金 土 日・祝 主な日常生活上の活動

週単位以外のサービス

20:00

22:00

0:00

2:00

4:00

0

0

6:00

8:00

16:00

4:00

18:00

14:00

10:00

12:00

サービス等利用計画(基本情報）

申請者の現状（基本情報）
【現在の生活】

11（留意）個人情報、事業所や病院、学校等の名称はアルファベットで記載。イニシャル（×）



実習①-２ 様式や市町の取り扱い等を確認する
（集合学習）

◇各市町から様式や計画等取扱（市町ルール）の説明をうける

12

★準備物＊市町担当者★
①計画にかかる取り扱い等の様式 ②その他配布資料

<受講生⇔市町担当者> 1問1答形式で質問する



様式
１－１

様式
１－２

別紙
１

別紙
２

様式
２－１

様式
２－２

様式
３－１

様式
３－２

●

＊１
●

＊１
●

＊１
●

＊１
●

＊１
●

＊１
●

＊１

●

＊１
●

＊１
●

＊１
●

＊１
●

＊１
●

＊１

●

＊１
●

＊１
●

＊１
●

＊１

● ● ● ●

● ●

障害福祉サービスの種類
や量が変更になる場合

● ● 〇 〇 ●

曜日や時間帯、事業者の
みが変更になる場合

〇 〇 ● ●

特に変更がない場合 ●

●必須提出 〇必要に応じて提出

⓪支給申請（変更時）

●＊１　本人（家族）による申請、代行で、必要に応じて提出

有　　/　　無

サ
ー

ビ
ス
等
調
整
会
議
議
事
録

書類等種類

地
域
生
活
支
援
事
業
利
用
申
請
書

世
帯
状
況
・
収
入
等
申
請
書

同
意
書

計
画
相
談
支
援
依
頼

（

変
更

）

届
出
書

児童福祉法

サ
ー

ビ
ス
等
利
用
計
画

（

週
間

）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
書

市町独自の様式

受
給
者
証
再
交
付
申
請
書

サ
ー

ビ
ス
等
利
用
計
画
案
提
出
依
頼
書

契
約
内
容
報
告
書

継
続
サ

ー

ビ
ス
等
利
用
計
画

（

週
間

）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
変
更
届

共通 サ
ー

ビ
ス
等
利
用
計
画
案

サ
ー

ビ
ス
等
利
用
計
画
案

（

週
間

）

申
請
書
の
状
況

（

基
本
情
報

）

申
請
者
の
状
況

（

基
本
情
報

）
（

週
間

）

サ
ー

ビ
ス
等
利
用
計
画

障
害
児
通
所
給
付
費
支
給
申
請
書
兼

利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
申
請
書

障
害
児
通
所
給
付
費
支
給
申
請
書
兼

利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
変
更
申
請
書

計
画
相
談
支
援
給
付
費
・

障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
支
給
申
請
書

「サービス等利用計画」の様式市町提出書類（申請書等）

様式番号等

総合支援法

サービス等利用計画作成
サポートブック等の有無

⓪支給申請

（

介
護
給
付
費
　
訓
練
等
給
付
費
　
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
　
地
域
相
談

支
援
給
付
費

）

支
給
申
請
書
件
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
申
請
書

（

介
護
給
付
費
　
訓
練
等
給
付
費
　
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
　
地
域
相
談

支
援
給
付
費

）

支
給
申
請
書
件
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
変
更
申
請
書

例規集

支給決定プロセス

①支給決定前

②支給決定後

③
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

有（市町HP等への掲載　有・無）　/　　無

⓪支給申請（更新時）

これらの書類は、一
枚にまとめている市
町もあります。

13



支援区分市町審査会　開催頻度 月（　　　　　　　　）回

１ケ月以上12ケ月未満のサービス 支給申請から12ケ月間 誕生月 誕生月の前月 その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

１ケ月以上36ケ月未満のサービス 支給申請から36ケ月間 誕生月 誕生月の前月 その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

有期サービス＊2年（3年）の期限 支給申請から12ケ月間 誕生月 誕生月の前月 その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

新規申請 本人（家族）が要申請 相談支援専門員等が代理申請可その他の方法（　　　　　　　　　）

更新申請 本人（家族）が要申請 相談支援専門員等が代行申請 その他の方法（　　　　　　　　　）

変更申請 本人（家族）が要申請 相談支援専門員等が代行申請 その他の方法（　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新規申請 定めていない 毎月　　日までに提出と定めている

更新申請 定めていない 毎月　　日までに提出と定めている

変更申請 定めていない 毎月　　日までに提出と定めている

相談支援専門員による設定

市町独自基準で設定

国推奨基準で決定

市町へのモニタリング報告書提出 提出を必須とする 提出は必要ない

相談支援専門員への写しの送付 可　　・　　否

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

契約時 毎月　　　　　　　日までに

契約終了日 毎月　　　　　　　日までに

その他市町の取り決め等

支給決定期間の考え
（モニタリング最終月の設定）

Sheet１の書式等の提出方法

サービス等利用計画案の提出期限　

モニタリング頻度設定

「〇ケ月毎」と記載

「〇月」「〇月」等、設定年月を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

サービス等利用計画案へのモニタリン
グ設定記載方法

モニタリング設定変更方法

モニタリング変更届（＊Sheet １に記載の市町独自の様式）を必要とする

受給者証に記載以外は変更は認めない

相談支援専門員からモニタリング報告書の提出で設定確認

サービス等利用計画更新の書類送付

住所地

居住地

相談支援専門員

利用事業所

契約内容報告書の提出期限

＊申請書（各種）、受給者証（各種）については各市町の「見本」を示してください。

利用事業所

住所地

居住地

相談支援専門員受給者証の送付先（原本）
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実習①-３基本情報を報告 （集合学習）

15

★準備物★
事前学習で作成した基本情報

＊グループ内で共有するため、グループ人数分のコピーを準備すること。
（各実習先で実習グループ人数が違うため、事前に市町に準備部数を確認する）

１）事前学習で作成した基本情報を用い、1人7分程度で
事例を報告する

２） <受講生⇔受講生> ～相互評価～
良い視点、自身に無かった視点を伝え自らの基本情報を修正する

３）<受講生⇔市町担当者・基幹・委託相談員>
～基本情報の書き方のスーパーバイズ～

（留意）本人や家族の氏名、事業所や病院、学校等の名称はアルファベットで報告すること。



実習①-４基本情報を作成し、ケースレビューの準備をする
（事後学習）

＊演習３日目（8月5日）に、各自７分間でケースレビューをします。

７分間で報告できるよう、報告書を作成してください。

<ステップ１> 思考の整理

<ステップ2> 思考の言語化

<ステップ3> 説明の技術を身に付ける

<ステップ4> 工夫で話を聞いてもらう

＊7分間で報告するための確認ポイントは、次項参照。

16



ケースレビューのまとめ方
１）事例にタイトル（標題）をつける
事例を表現するためのタイトル（標題）をつけます。例えば、「精神科病院を退院し母と実家で生活を開始したが、母が入
院することになり、在宅生活を継続するための支援」、「利用する作業所に馴染めず孤立しがちなＡさんへのコミュニケ―
ション力向上に向けた取り組み」などです。

２）事例の選定理由と課題
この事例を選定することにしたのはなぜかをまとめ、課題と感じていることがあれば、明確に提示します。

３）事例の概要
①基本情報利用者名（例えばＡさん、イニシャルは使わないこと）、性別、年齢など

※場所や個人が特定されるような情報の提供はしないこと。

②本人の意向

③紹介経路いつ、誰（どこ）から、どのような経路、経過で依頼があり、どのような内容を引き受けたのか

④疾病・診断名、既往歴

⑤現在の身体・機能的側面の状況、精神・心理的側面の状況・状態 ※障害支援区分、障害者手帳の有無とその等級

⑥生活歴、職業歴 ※利用者のイメージを豊かにする上で重要です。

⑦家族歴と家族状況 ※家族の意向

⑧現在の生活状況（週間） ※生活スタイル、趣味趣向、楽しみ、調書、嗜好品等、人となりを想像しやすいようにまと
めます。

４）サービス提供によって実現する生活の全体像 （相談員の見立て）
支援者自身が、どのような情報を得て、どのような解釈をし、どのような方針をたてるかを整理します。
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１）実習①で作成した報告書を用い、1人7分で
ケースレビューする

２）質問（1問1答）

３）良い視点、自身に無かった
視点を伝える

演習3日目

（8月5日）
基本情報を用いてケースレビューをする
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★準備★
①以下の書類を揃え、事務局に7月30日（金）までに発送する ＊事務局＝三重県社会福祉協議会

（１）事前学習で作成し、助言をうけて修正した基本情報
（２）押印のある「承諾書・誓約書」のコピー ＊１枚
（３）講義の「令和3年度相談支援従事者研修事前課題」 ＊要再提出者

（留意）個人が特定される情報は、すべてアルファベットで記載すること。 例：氏名、病院・学校・事業所名等

②ケースレビュー報告書（配布しないため、コピーは不必要）



実習 ② の流れ

１）各自でサービス等利用計画を作成する（事前学習）

（留意） 計画（案）ではなく本計画 ＊利用事業所はA・B・C…で記載する

インフォーマルサービスは可能な範囲具体的に記載する

２）サービス等利用計画を報告（集合実習）
◇1人7分程度でサービス等利用計画、週間計画を報告

◇複数名でディスカッション（受講生が少ない地域は複数名でなくとも可）

<受講生⇔受講生> ～相互評価～
●助言を受け、サービス等利用計画を「赤」で修正、追記する

<受講生⇔基幹・委託相談員> ～スーパーバイズ～
●「チェックシート＊実習報告書（１）」に沿ってチェックと助言をする

<受講生⇔市町担当者・基幹・委託相談員> ～視点評価～
●「良い視点」「こうすればもっと良くなる視点」を

「チェックシート＊実習報告書（１） 」に記述する

３）実習報告書作成（事後学習）
◇実習報告書を記載＊実習報告書（２）
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サービス等利用計画・障害児支援利用計画【週間計画表】

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

保護者氏名 本人との続柄

利用者負担上限額 計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画開始年月

月 火 水 木 金 土 日・祝 主な日常生活上の活動

週単位以外のサービス

0

20:00

22:00

0:00

18:00

サービス提供
によって実現
する生活の
全体像

2:00

4:00

12:00

14:00

8:00

16:00

10:00

6:00

障害福祉サービス受給者証番号

0

0 0 0

0

0 0

0

サービス等利用計画・障害児支援利用計画

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

保護者氏名 本人との続柄

利用者負担上限額 計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画作成日 モニタリング期間（開始年月） 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）
提供事業者名

（担当者名・電話）

1

2

3

4

5

6

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

優先
順位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

課題解決のための
本人の役割

評価
時期

その他留意事項

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

0

0

0

0

0

0

0 0 0

障害福祉サービス受給者証番号 0 0

サービス等利用計画

サービス等利用計画（週間計画）

実習②-1サービス等利用計画を作成（事前実習）

作成後、実習をうける市町にコピーを提出
（持参・郵送 *電子データでなく紙媒体とする）

（留意）個人情報、事業所や
病院、学校等の名称はアルファベットで記載。イニシャル（×）



実習②-２サービス等利用計画を報告（集合実習）

◇1人7分程度でサービス等利用計画、週間計画を報告

◇複数名でディスカッション（受講生が少ない地域は複数名でなくとも可）

<受講生⇔受講生> ～相互評価～
●助言を受け、サービス等利用計画を「赤」で修正、追記する

<受講生⇔基幹・委託相談員> ～スーパーバイズ～
●「チェックシート＊実習報告書（１）」に沿ってチェックと助言をする

★準備物★
事前学習で作成したサービス等利用計画・週間計画

＊グループ内で共有するため、事前にグループ人数分コピーを準備すること
（各実習先で実習グループ人数が違うため、実習①で案内があった部数を準備する）
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（留意）本人や家族の氏名、事業所や病院、学校等の名称はアルファベットで報告すること。



実習②-３サービス等利用計画を報告（事後学習）

<受講生> 実習報告書（２）を作成

<市町担当者・基幹・委託相談員>

●「良い視点」「こうすればもっと良くなる視点」を「チェックシート（実習報告

書（１））記載し、演習④までに、各受講生にかえす。
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実習②　報告書（１）

受講番号

氏名

1 □

2 □

3 □

3 □

4 □

5 □

6 □

１　チェック項目

２　行政の担当者からコメント

チェック欄

・実習で作成したサービス等利用計画の良い点

本人のニーズに基づいた計画になっているか。

さらに盛り込まれると良いと感じた観点

障害福祉サービスだけでなくインフォーマルサービスも必要に応じて盛り込まれ
ているか。

本人の出来ていること、強みを活かした計画になっているか。

モニタリングの期間は各市町で規定しているとおりか。

週間計画表に本人の情報は書かれているか。

実習②　報告書（２）

受講番号

氏名

・実習の感想

３　実習報告書

・実習でうけたアドバイス
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１）実習②で作成した「実習報告書等」を報告する

演習4日目・午前

24

★準備物★
実習②でスーパーバイズをうけ「赤」で修正、追記したサービス等利用計画を自身の「デス
クトップ」で見れる状態（表示）にする。

（留意）発表者は画面共有で、デスクトップに表示したサービス等利用計画をグループ内で共有します。

・挨拶 （1分）
・サービス等利用計画報告・・・（10分）
・実習報告書（１）・（２）・・・（3分）
・グループコメント（1人1分・・・５分）

実習報告をするA日程（8月31日）

B日程（9月7日）



１）共通事例（RP）でサービス等利用計画を作成

＊アセスメント
↓

＊ストレングを捉える・スニーズの整理表作成
↓

＊サービス等利用計画作成
↓

＊（サービス担当者会議 ★演習では行いません）
↓

＊モニタリング

演習4日目午後・5日目

A日程（8月31日・9月1）

もう一度

サービス等利用計画作成
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B日程（9月7日・8日）



実習ガイダンス まとめ

相談支援の基礎技術に関する実習（演習と演習の間の期間に実施）

① 「相談支援の実際」で体験したケアマネジメントプロセスを実地で演習。

→これまでの講義、演習を通じて身に付けた知識・技術を試行する

→実践に当たっての留意点や今後の学習課題等を認識する

② 地域の概要や資源の状況、(自立支援)協議会の状況を調査する演習。

→自身が活動する地域の状況（相談体制・自立支援協議会・社会資源

の状況や現場での倫理的課題）を知る

→ネットワークつくりをする

なぜ実習をおこなうの？

・課題について、行政や基幹相談支援センター等において指導・助言を受けてくること。

今後の実地教育（ＯＪＴ）へ繋がることを想定
スーパービジョンの体験
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新カリキュラムに基づく相談支援従事者養成研修モデル研修(初任者研修), SSA2018-2019(c) 不許複製

自ら主体的に学んだことこそ
真に血となり肉となります。 講師がみなさんを仕事ができる人

にするのではありません。

講師が教えることをちゃんと受け取りさえすれば
仕事ができる人になるのではありません。

前提には、動機づけ(意欲、モチベーション)

問題の提示

活性化

例示

応用

統合

「この問題もできるかな？」
→「よし。やってみよう！」

「今の力でできないかな？」
→ 「むずかしいな。新たな学びが必要だ。」

「まずはお手本を見せます。」
→「なるほど！そういうことか。」

「今度は自分でやってみましょう。」
→「なるほど！方法がわかりました。」

「現場でやってみてください。」
→「少しずつできるようになってきました。」

参考：メリルの学習環境デザイン原理
学習とは
・自ら発見する。

（気づく）
・気づいたこと
を定着させる。

★「習う」こと
に慣れすぎてい
ませんか？
→「学ぶ」へ

★主体的、参加
型(対話的)な学
びとは？
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新カリキュラムに基づく相談支援従事者養成研修モデル研修(初任者研修), SSA2018-2019(c) 不許複製
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継続的な学びが必要です。
- 経験と概念化 - この研修を修了しさえすれば、現場に戻ってすぐ

仕事ができるようになるわけではありません。

この研修で仕事ができるようになる
全てが網羅されているわけではありません。

具体的経験
感じる

参考：コルブの経験学習モデル

省察的観察

抽象的概念化

能動的実験
観察する

考える

試してみる

【研修】でもこのサイクルが重要
・受け身で情報(知識)を一方通行で受け取るだけも、単に発散するだけでも効果は薄い。

【学び】全体でもこのサイクルが重要： 研修が終わってからが重要
・研修も時に必要、現場での実践とその振り返り(スーパービジョン等)も重要。


